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事 務 連 絡  

令和２年５月２５日  

    

各都道府県・指定都市教育委員会教総務課・学校保健担当課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各文部科学大臣所轄学校法人担当課 

附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課 御中 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置者会社担当課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

 

    文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改定について 

 

 

本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）に基づ

き、新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、「新型コロナウイルス感染

症対策の基本的対処方針」（以下「対処方針」という。）の改定が行われました。 

今般の対処方針の改定により、緊急事態宣言が解除される等の変更がありま

した。改定後の対処方針は別紙のとおりですが、学校の取扱いに係る記載は下記

のとおりです。 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修

学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教

育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等

を通じて、その設置する学校に対して、国公立大学法人におかれてはその設置す

る附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学

校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の

認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置

会社及び学校に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課程を置く専修学

校に対して周知されるようにお願いします。 

 

 

 

 

本日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改

定されました。「学校の取扱い」についても変更されていますの

で、その内容をお知らせします。 
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三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項 

（３）まん延防止 

５）学校等の取扱い 

 ① 文部科学省は、「新しい生活様式」を踏まえ、「学校における新型コロ

ナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等において示した学校

の行動基準や具体的な感染症予防対策について周知を行うとともに、地

域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮した上で、児童生徒等の

学びを保障するための総合的な対策を早急に取りまとめる。都道府県は、

学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導するとともに、

地域の感染状況や学校関係者の感染者情報について速やかに情報共有

を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜本件連絡先＞ 
文部科学省 
初等中等教育局 健康教育・食育課 ０３－５２５３－４１１１（内２９１８） 


